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2024年 4 月 1日 
株式会社神戸製鋼所 

内部統制システムの基本方針 
 
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
グループ企業理念の下、コンプライアンス体制および運営等に関する基本的事項を「コン

プライアンス規程」に定める。 
当社グループのコンプライアンス推進活動は、『KOBELCO グループ・コンプライアンス

プログラム』をベースに計画・実行する。 
当社及び主要グループ会社において、取締役会の諮問機関として社外委員を入れた「コン

プライアンス委員会」を設置する他、外部の弁護士を受付窓口とする「内部通報システム」
を導入するなど、外部からのチェックを組み込んだ社会規範や法令等の遵守体制を構築す
る。 
 
(ⅱ) 財務報告の適正性確保のための体制整備 
『財務報告に係る内部統制基本規程』を定め、財務報告の適正性を確保するための社内体

制を整備する。 
 
(ⅲ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
『取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する規程』を定め、適切に取締役の

職務の執行に係る情報の保存及び管理を行う。 
 
(ⅳ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
経営審議会の補佐機関として「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクマネジメン

ト全般に関する基本方針の立案・評価、リスクマネジメントの重要課題に関する具体的方針
の立案、トップリスク・重要リスクのリスク対策実行計画の評価、全社リスク管理計画の立
案・評価などを行う。また、『リスク管理規程』を定め、これに基づき、リスク管理活動を
事業活動と連動して展開し、企業価値を毀損する可能性のあるリスクに適切に対応する。こ
の体制については、内部監査部門により適切性や有効性の検証を実施する。 
 
(ⅴ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
当社の取締役会は、経営の重要な方向性の決定とリスクマネジメントを含むモニタリン

グに重点を置き、業務執行取締役には、社長のほか、全社として重点を置く特定機能を総括
する取締役を置く。 
「透明性」「公正性」が確保された経営体制を実現すべく、監査等委員である社外取締役

に加えて、監査等委員でない社外取締役を選任する。 
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取締役会のモニタリング機能の実効性を高めるため、諮問機関として、コンプライアンス
委員会、指名・報酬委員会、品質マネジメント委員会、コーポレートガバナンス委員会を置
く。加えて、全取締役から成る「サステナビリティ経営会議」を開催する。 
「迅速」な意思決定に加えて、事業ユニット間での情報共有・連携などグループの総合力

を最大限発揮していくため、「事業部門制」を採用する。 
取締役会が選任した執行役員が各事業部門の業務を執行し、経営に関する重要な事項や

取締役会付議事項を審議する場として「経営審議会」を開催する。 
経営審議会の審議の実効性を高めるため、補佐機関として、サステナビリティ推進、リス

クマネジメント、事業ポートフォリオ管理、GX 戦略、設備投資・投融資、KOBELCO TQM
推進など全社戦略上の重要事項に関する各種委員会を置く。 
また、業務を執行する取締役、執行役員及びフェロー並びに社長の指名する関係会社の社

長及び役員を構成員とする「役員連絡会」を置き、経営に関する重要な事項について情報の
共有化を図る。 
 
(ⅵ) 会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
『グループ会社管理規程』を定め、子会社の行う重要な意思決定について、当社主管部門・

本社部門と協議、重要事項の報告などを義務づけ、一定金額を超える財産処分行為他につい
ては、当社の取締役会、社長の事前承認を要求する。 
当社グループとして最低限整備すべきルールを「グループ標準」として定め、当社の全て

の子会社がこの標準に沿って自社の規程を整備し、リスク管理の教育・浸透・推進を図ると
ともに、『リスク管理規程』に従い、個社毎の適切な予防保全策を立案する。 
子会社に対して、適宜取締役又は監査役を派遣し、子会社の経営を監督する。さらにグル

ープ企業理念を共有し、『KOBELCO グループ・コンプライアンスプログラム』をベースに、
コンプライアンス委員会の設置や、内部通報制度の整備等といった取組みを子会社に対し
て求め、法令等遵守体制を構築する。 
ただし、上場会社については当社からの一定の経営の独立性を確保するため、当社が関係

会社経営者の独自の判断を拘束することのないように配慮をする。 
 
(ⅶ) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、同取締役及び使用
人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員
会の同取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置して専任の使用人を置く。ま

た、監査等委員会室の使用人については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）から
の独立性の確保及び指示の実効性の確保を図るため、その人事異動及び人事評価等を監査
等委員と事前に協議する。 
監査等委員会室の使用人は「監査等委員会監査等基準」に従い、監査等委員会の指示を受
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けて監査等委員会監査に係る補助業務等を行う。なお、監査等委員会監査にかかる補助業務
等の遂行にあたっては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人は
これを妨げず、監査の実効性確保に協力する。 
 
(ⅷ) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするた
めの体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、子会社の取締役及び使用人が当社
の監査等委員会に報告をするための体制、及び監査等委員会へ報告した者が当該報告をし
たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人は、監査等委員会に対し

て、法定事項に加え、定期的に職務の執行状況、重要な委員会等の報告を行う。また、事業
活動において発生した重要なリスクとその対応状況や、財務報告の適正性を確保するため
の体制の整備・運用状況についても、都度報告する。加えて、子会社の状況については、そ
の取締役、監査役、使用人から監査等委員会に対して必要に応じて報告を行うとともに、内
部統制・監査部は、監査等委員会に対してグループ全体のリスク管理、コンプライアンス等
について適宜報告を行う。 
「内部通報システム」における内部通報者の不利益待遇の禁止と同様に、監査等委員会に

報告を行った者が不利な取扱いを受けないことをコンプライアンス規程に定め、その周知
徹底を図る。 
 
(ⅸ) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 
監査等委員がその職務の執行について、会社法に基づく費用の支払い等の請求をしたと

きは、当該請求が監査等委員の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やか
に当該費用または債務を処理する。なお、監査等委員会の職務上必要と認める費用について、
毎年、あらかじめ一定額の予算を計上する。 
 
(ⅹ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
監査等委員会の監査の実効性を確保するため、監査等委員会の「年度監査方針・計画」を

取締役会等において説明を受ける他、監査等委員会と代表取締役社長との定期的会合、内部
監査部門との連携など監査環境の整備を図る。 


